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 　１　 果樹農業の現状

○ 年齢別果樹農業経営者のシェア（平成１２年）
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資料：農林水産省「2000年農林業ｾﾝｻｽ」

 ○　果樹農業においては、多くが中山間傾斜地に立地し、収穫等機械化が困難な作業が多いなどの特徴から生産基盤の整備が遅れ、
   生産力（農家数、栽培面積、生産量）が漸減状況にある中、産地が脆弱化。
 ○　単一経営が多く、果樹生産への依存度が高い一方で、①６０歳以上の経営者が５割を超えるなど高齢化の進展、②平均栽培面積は
   主業農家でも１ha未満、となっており、経営も弱体化。また、主業農家のうち、認定農業者のいる農家数は約２割。

○ 果樹園の傾斜度別面積割合（平成１４年）

（単位：ha/戸）

S60 H2 H7 H12

果樹栽培農家 0.44 0.46 0.46 0.50

主業農家 … … 0.80 0.92

準主業農家 … … 0.34 0.38

副業的農家 … … 0.25 0.29

資料：農林水産省「農林業センサス」

○ 果樹栽培農家１戸当たりの平均果樹園面積

○ 主要果樹の作業別労働時間（１０a当たり）

資料：農林水産省「農業経営統計調査（野菜・果樹品目別統計）」
注：平成7年～平成14年までの平均労働時間を示す。

資料：農林水産省「2000年農林業ｾﾝｻｽ」（組み替え）

○　単一経営の割合（平成12年）
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○ 生産量、栽培面積の動向

　　資料：農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「食料需給表」、
　　　　   「果樹生産出荷統計」
     注　 ：H15は速報値
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部門 水稲 露地野菜 施設野菜 果樹

　部門における割合 67 19 32 48
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資料：農林水産省生産局果樹花き課調べ

（単位：％）

５度未満 ５～１５度 １５度以上

52 27 21

みかん 22 34 44

りんご 70 24 6

なし 77 18 6

かき 54 28 17

果樹全体

○ 果樹栽培農家数の推移

○　認定農業者のいる果樹農家に係る主業農家数
    （平成１２年）

資料：農林水産省「2000年農林業センサス」（組み替え）

　　資料：農林水産省「2000年農林業ｾﾝｻｽ」（組み替え）
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２ 需給調整・経営安定対策の概要

○ 平成１３年度から、生産量・品質の変動により価格が不安定なうんしゅうみかん及びりんごを対象に、産地・生産者による生
産出荷計画の作成、摘果等による生産量の調整等の需給調整の強化を前提に、需給調整対策の取組が行われた場合にお
いてもなお価格が大きく低下した時に育成すべき果樹生産者の経営安定を図るため、経営安定対策を実施。
○ 価格低下時に、経営安定対策の補てん金が交付され、果樹農業者の経営安定に寄与しているものの、毎年補てん対象とな
る県も存在。経営安定対策では、生産者は２カ年契約を締結しており、２年間の対策の運用状況を踏まえて制度を見直し。

○ 経営安定対策の補てん金交付状況需給調整対策
当該年産 補 て ん 交 付 額 備 考１農家当た

り交付額国 適正生産出荷見通し(生産出荷安定指針)の策定 価 格 基準価格

千円円/kg 円/kg 億円

加入19府県み 全 国 118 275

か 静 岡 161 205 16 296生産者団体等 平全国・県・産地段階の生産出荷目標の策定
和歌山 補てん対象成 ん 135 185 19 387

19府県13 愛 媛 142 190 29 290

熊 本 138 165 13 471産地段階 年生産出荷計画の作成
加入 5道県産 り 全 国 33 436

補てん対象ん 青 森 204 245 32 483

2道県摘果等による 生産者団体等に ご 長 野 262 250 － －

加入19府県生産量の調整 よる出荷調整 全 国 34 142

み 静 岡 186 205 10 187平
和歌山 補てん対象（注）生産出荷安定指針は、予想生産量が全国の適正生産量の原則と 成 か 148 185 15 330

12府県して１０％以上上回る場合に策定。その場合、全摘果等の特別 14 ん 愛 媛 202 190 － －

熊 本 166 165 － －摘果により生産量の調整に最優先に取り組み、需給調整を強化。 年
加入 5道県産 り 全 国 39 219

補てん対象経営安定対策 ん 青 森 206 245 32 469

5道県ご 長 野 238 250 5 55

（各県ごとに過去６年の平均価格から算出）補てん基準価格
差額

補てん金(差額×80％)

道府県平均で当該年産価格が補てん基準 ○ 需給調整・経営安定対策は、平成１３年度から当 ○
価格を下回った場合には差額の８割を補てん。 １８年度までの対策として位置づけ該

年 産地・生産者が計画的生産出荷を的確に実施 ※ ６年間で１９２億円の国庫負担額（予定）の
産 していることが交付の条件。 うち１５年産までで約１３０億円の支出を予定
価 ○ 資金造成は、国の助成金（１／２）の他、
格 生産者の拠出と地方公共団体の助成金で実施。



産地・担い手

流通・加工

消　　　費

【需給調整・経営安定対策】
　○生産調整は一定の成果、一方、特定時期の出荷
      集中等で価格低迷
　○担い手の経営安定に一定の評価、一方、価格低
      迷により継続的に価格補てんが発生

【産地】
　○農業経営者の高齢化が進展する一方、小規模
　　 農家が生産の大宗を占有
　○果樹産地の担い手が不明確
　○産地において園地整備の遅れ、流動化の遅れ、
      労働力不足が相まって、農業者数や生産量が
      漸減傾向
　
　

【流通】
　○流通経費が小売価格の６割を占めコスト低減が必要
　○果実の輸出が増加する中、産地が個別に対応して
　　 いる状況
【加工】
　○果実加工品は、生食用果実の需給調整に一定の
　　 役割を果たしているものの、生産量は大幅に減少

【消費】
　○果実の摂取量は目標を下回り、特に若年層の
　　 摂取量が少ない
　○量販店のシェアの高まりと流通形態の多様化

【国産果実の消費拡大】
　○「毎日くだもの２００ｇ運動」の推進
　○産地ブランドの確立、高品質果実の安定供給
　○学校給食への導入を通じ、国産果実の定着化を推進

【流通コストの低減と輸出の促進】
　○規格簡素化、通いコンテナ等を活用した流通合理化
　○海外市場の開拓と戦略的な果実の輸出体制整備

【果実加工品の高品質化と生産の合理化】
　○高品質加工品の生産拡大、果汁工場の合理化
      の推進

【果樹産地構造改革計画（仮称）の策定】
 ○産地による果樹産地構造改革計画（仮称）の策定とその実行
 ○担い手を明確化した上で、
　  園地の基盤整備・流動化、労働力調整への取組
　　優良品目・品種への転換、不良園地の転換

現　状　・　課　題 今　後　の　方　向

［消費者
ニーズを
踏まえ、
関連産業
と連携策
を構築］

３　果樹農業の現状・課題と今後の方向（食料・農業・農村政策審議会果樹部会における中間論点整理）

【担い手への経営支援】
　○需給調整・経営安定対策の制度見直し
　○現行の経営安定対策、果樹共済等の検証を踏まえ、担い手
　　 に対する効果的な経営支援対策を検討

  ○　果樹産地の厳しい状況を踏まえ、消費者ニーズに対応した果実の安定的な供給を通じ、産地の生産体制を強化するとともに消費拡大を
    推進。
  ○　特に、産地の生産体制を強化するため、担い手を育成するための園地の集積、基盤整備等を内容とした産地の目標を策定するとともに、
     それらを戦略的に実行し構造改革を推進。

－３－



 ４　果樹産地・担い手の今後の方向

  （１）　果樹産地構造改革計画（仮称）の策定

 ○　競争力ある産地の構築に向け、目指すべき産地の姿を明確化することが必要であり、このため、産地の核となる担い手や、担い手以外
　 の農業者の役割の明確化、園地集積への取組等を内容とする「果樹産地構造改革計画（仮称）」の策定と戦略的な計画の実行が必要。

・担い手が不明確、生産・経営基盤が脆弱

労働力の不足

◇農家数の減少

◇栽培面積の減少

◇生産量の減少

耕作放棄地の増加

園地集積に結びついていない

＜基本方針＞
果樹産地の構造改革の推進
高品質果実の消費者への供給

 
　

　

◇産地の再編
 　 ・園地の流動化
　　・園地の基盤整備
　　・労働力調整システムの確立

◇需要に見合った生産構造(適量･多品目化)への転換
  　・優良品目・品種への転換、不良園地の廃園推進

●産地構造の改革●果樹産地

●果樹生産

　・ 輸入果実・加工品の増加
　・ 消費構造の変化（食の簡便化、他食品との競合）

果樹産地構造改革計画（仮称）
農地流動化の遅れ

  園地整備の遅れ

果樹農業の現状と課題 産地・担い手対策の方向

担い手への集積・育成

目　標

具体的な戦略として

　　 ◇産地内での合意形成のための検討体制（生産者、市町村、農
　　　　協等の関係者による産地協議会等）の構築
　　 ◇産地の中心となる担い手の明確化
　　 ◇担い手と担い手以外の産地の構成農家による、消費者ニーズ
　　　　を踏まえた産地戦略の明確化
           ※担い手については、認定農業者制度を基本として検討。
　　　　　　  その際、多様な担い手が存在することに配慮。
　　 ◇生産の主体となる園地の明確化、園地集積への取組方法、
　　　　　基盤整備のあり方、労働力確保方策　等

◇目指すべき産地の姿の明確化
　（例） 量販店との契約による低コストかつ安定的な果実の生産

－４－



　　 制　度　の　見　直　し

○組織単位での契約を可能にした

○時期別の需給調整対策の導入

○緊急出荷調整（生果価格下落時の
   生果を加工仕向け）を行う仕組みの
   整備（全果協）

○補てん基準価格の見直し
　 [全国平均］

   ・みかん　175円/kg→160円/kg
  ・りんご　235円/kg→225円/kg

  果樹共済(災害収入共済方式)は、
   １６年度から地域指定を廃止

平成１３・１４年度(Ⅰ期) 平成１５・１６年度(Ⅱ期) 平成１７・１８年度(Ⅲ期） 平成１９年度以降

　　 　対　策　の　発　足

○需給調整の的確な実施が前提

  ・国が全国の生産出荷見通しを
　  公表
  ・生産者団体が生産者別に目標
   配分

○需給調整をしても価格が低下した
　 場合に経営安定対策で補てん金
  を交付

○農業者個人の経営を安定

　  【現行制度の見直し（案）】

○需給調整の一層の強化
  ・特定時期における出荷調整の的確な
　  実施を制度に位置づけ
  ・緊急出荷調整の具体的実施手法の
　  整備
　
○高品質果実を生産する担い手の生産
   拡大を促進するため
  ・生産出荷目標の配分に販売単価や
　  改植等の取組実績を加味
  ・低価格果実を補てん対象から除外

  ※更に検討
 
　 果樹共済(災害収入共済方式)の利点
     のＰＲで加入を一層促進

　 　【今後の対策（案）】

○需給調整
　☆需給改善の基本は、早生みかんの優良
　　品種へ転換、条件不利地の園地転換

　☆需給調整に当たっては、生産者団体が
　　中心となった体制整備が必要

　※長期的な視点から需給動向を的確に
　　見直し、需給調整のあり方をさらに
　　検討

○担い手への経営支援
　☆現行の経営安定対策、果樹共済等の
    検証を踏まえ、担い手の定義を明確化
    した上で、担い手に対する効果的な
    経営支援対策を検討

　☆加入契約者等を対象にアンケート調査
    を実施し、制度見直しに活用

 ○　経営安定対策については、短期的な価格低下に対して農業者に補てんが行われ、担い手の経営安定に一定の評価。
   今後、加入契約者等を対象にしたアンケート調査を踏まえ、現行対策、果樹共済等を検証した上で、担い手に対する効果的な経営支援
   対策を検討。
 ○　制度の計画期間内の平成１７，１８年度については、担い手の生産拡大を促進するよう現行制度の運用改善を行い、平成１９年度以降
   については、抜本的に制度を見直すよう引き続き検討。

　(2) 需給調整・経営安定対策の見直し

－５－
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(参考) 食料・農業・農村政策審議会果樹部会の検討状況

食料・農業・農村基本計画の見直しに併せ 「果樹農業振興特別措、

これまでの開催状況置法 （昭和３６年法律第１５号）に基づく「果樹農業の振興を図るた」 果樹部会の
めの基本方針」(以下「果樹農業振興基本方針」)について、食料・農業

・農村政策審議会生産分科会果樹部会において、本年２月から検討を開 平成16年２月20日 果樹部会（諮問）

始し、来年３月に策定予定。 〃 ４月15日 需給小委員会(第１回)

〃 ４月23日 産地・経営小委員会(第１回)

〃 ６月３日 需給小委員会(第２回)ア 基本方針の性格

〃 ６月11日 産地・経営小委員会(第２回)果樹農業振興基本方針は、果樹農業の振興に関する基本的な方

〃 ７月７日 産地・経営小委員会(第３回)向を明らかにするために、概ね５年ごとに定められるもの。現行

〃 ７月12日 需給小委員会(第３回)の果樹農業振興基本方針は、平成１２年４月に策定。

〃 ８月３日 果樹部会(中間論点整理)

〃 ８月11日 中間論点整理（公表）イ 基本方針において定める事項

〃 ９月28日 産地・経営小委員会(第４回)法第２条に基づき、主要な果樹の種類（かんきつ類、りんご等

〃 10月７日 需給小委員会(第４回)１３品目を政令指定）につき、次の事項を策定。

〃 10月25日 産地・経営小委員会(第５回)① 果樹農業の振興に関する基本的な事項

② 果実の需要の長期見通しに即した栽培面積その他果実の生産

の目標

③ 栽培に適する自然的条件に関する基準

④ 近代的な果樹園経営の基本的指標

⑤ 果実の流通及び加工の合理化に関する基本的な事項

⑥ その他必要な事項


